
学校法人京都女子学園寄附行為

［
昭和26年2月27日文部省認可

昭和26年3月10日登 記完了］

最近変更認可令和2年3月16日

最近変更登記平成31年4月1日

（最近改正令和2年4月1日）

第1章総則

（名称）

第1条 この法人は、学校法人京都女子学園と称する。

（事務所の所在地）

第2条 この法人は、その事務所を京都市東山区今熊野北H吉町35番地に置く。

第2章 目的及び 設置する学校

（目的）

第3条 この法人は、教育基本法及び学校 教育法に従い、特に親鸞聖人の体した仏教精神を

基調とした教育を行うことを目的とする。

（設僅する学校）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

(1) 京都女子大学

大学院 文学研究科、発達教育学研究科、家政学研究科、現代社会研究科、法学研究科

文学部国文学科、英文学科、史学科

発達教育学部 教育学科、児童学科、心理学科

家政学部食物栄養学科、生活造形学科、生活福祉学科

現代社会学部現代社会学科

法学部法学科

(2) 京都女子高等学校

全日制課程普通科、ウィステリア科

(3) 京都女子中学校

(4) 京都女子大学附属小学校

(5) 京都幼稚園

第3章 学園長、学校長及び事務局長
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（学園長）

第 5 条 建学の精神に基づき前条各学校の教学を統轄するため、この法人に京都女子学園長

を置く。

2 京都女子学園長は、 理事会の承認を経て理事長が任命する。

（学長）

第 6 条 京都女子大学長は、別に定めるところにより選出された者について 、理事会の承認

を経て理事長が任命する。

（校長及び幼稚園長）

第7条 京都女子高等学校長、京都女子中学校長、京都女子大学附属小学校長及び京都幼稚

園長は、 別に定めるところにより、 理事会の承認を経て理事長が任命する。

（事務局長）

第8条 京都女子学園事務局長は、別に定めるところにより、理事会の承認を経て理事長が

任命する。

（所属長の解任及び退任）

第 9 条 京都女子学園長、京都女子大学長、京都女子高等学校長、京都女子中学校長、京都

女子大学附属小学校長、京都幼稚園長及び京都女子学園事務局長（以下「所属長」と総称

する。）が次の各号のーに該当するに至ったときは、 理事会において理事総数（現に在任

する理事及び 第14条第3項によりなおその職務を行う理事の総数をいう 。 以下同じ。 ）

の4分の3以上の議決により、 これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(3) 職務上の義務に違反したとき

(4) その他この法人の所属長としてふさわしくない非行のあったとき

2 所属長は、 次の事由によって退任する。

(1) 任期又は在任期限の満了

(2) 辞任又は退職

(3) 死亡

(4) 私立学校法第38条第 8 項第 1 号又は第 2 号に掲げる事由に該当するに至ったとき

第 4 章 役員及び理事会

（役員）

第10条 この法人に、 次の役員を置く。
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(1) 理事 15人

(2) 監事 3 人

2 理事のうち1名を理事長とし、理事会において理事総数の過半数の議決により選任する。

理事長の職は、理事会において理事総数の4分の3以上の議決によりこれを解任すること

ができるものとし、 理事長たる理事の任期が満了した場合は、あらためて理事長の選任を

行うものとする。

3 第11条第1号から第4号までの理事を常務理事とする。 ただし、 当該理事が理事長に

就任した場合は、 この限りではない。

（理事の選任）

第11条 理事は、 次の各号に掲げる者とする。

(1) 京都女子学園長

(2) 京都女子大学長

(3) 京都女子高等学校長

(4) 京都女子学園事務局長

(5) 浄土真宗本願寺派総長

(6) 理事長の指名する者 2人

(7) 前各号に規定する者のほか、 この法人の専任職員で管理の職にある者のうちから、

第1号から第6号までの理事の過半数をもって選任された者 4人

(8) 第27条第 2 項第 1 号から第 5 号までの評議員のうちから、 評議員会において選出さ

れた者 2人

(9) 学識経験者のうちから、 第 1 号から第 8 号までの理事の過半数をもって選任された

者 1人

(10) この法人の設置する学校を卒業した年齢25年以上の者で、第 1 号から第 8 号までの

理事の過半数をもって選任された者 1人

（理事の地位）

第12条 前条第1号から第5号までの理事、 及び前条第7号の理事は、 その選任根拠とな

った当該各号の職にある間理事の職にあるものとし、 その職を退いたときは、 理事の職を

失うものとする。

2 前条第6号の理事は、当該理事を指名した理事長がその職にある間理事の職にあるもの

とし、 当該理事長がその職を退いたときは、 理事の職を失うものとする。

3 前条第8号の理事は、その選任根拠となった評議員の職にある間理事の職にあるものと
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し、 その職を退いたときは、 理事の職を失うものとする。

4 前条第7号の理事の更迭は、この法人の業務上の必要がある場合に、前条第1号から第

6号までの理事の過半数をもって行う。

（監事の選任）

第13条 監事は、 この法人の理事、 職員（この法人の設置する学校の校長、 教員その他の

職員を含む。第17条第1項及び第2項において同じ。）、 評議員又は役員の配偶者若し

くは三親等以内の親族以外の者であって、 第11条第1号から第7号までの理事の過半数

の推薦にもとづく候補者について評議員会の同意を得て、 理事長が選任する。

2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止するこ

とができる者を選任するものとする。

（役員の任期及び欠員の補充）

第14条 役員（第11条第1号から第5号までの理事を除く。第5項において同じ。）の任

期は、 3年（就任のHを起算Hとする。以下同じ。）とする。

2 役員は、 再任されることができる。

3 役員は、 その任期満了の場合（第11条第1号から第5号までの理事、 及び第11条第7

号並びに第8号の理事が、その選任根拠となった職の任期又は在任期限の満了により、理

事の職を失った場合を含む。）においても、 後任者が選任されるまでは、 なお、 その職務

を行うものとする。役員のうち理事長又は常務理事の職務についても、 また同じ。

4 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補

充しなければならない。

5 欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、 前任者の残任期間とする。

（役員の解任及び退任）

第15条 役員（第11条第7号の理事を除く。）が次の各号のーに該当するに至ったときは、

理事会において理事総数の4分の3以上の厳決により、 これを解任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(3) 職務上の義務に違反したとき

(4) その他この法人の役員としてふさわしくない非行のあったとき

2 役員は、 次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 第12条により理事の職を失ったとき
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(3) 辞任

(4) 死亡

(5) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき

（役員並びに評議員の報酬等）

第16条 役員並びに評議員に対して、 別に定める基準に従って算定した額を報酬として支

給することができる。

2 役員並びに評議員は、 職務の執行について必要な費用弁償を受けることができる。

（外部役員の登用及び親族の排除）

第17条 理事には、 それぞれその選任の際現にこの法人の役員又は職員でない者が含まれ

るようにしなければならない。

2 理事又は監事が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現にこの法人

の役員又は職員でなかったときの前項の規定の適用については、その再任の際現にこの法

人の役員又は職員でない者とみなす。

3 この法人の役員のうちには、 各役員について、 その配偶者又は三親等以内の親族が1人

を超えて含まれることになってはならない。

（理事長の職務）

第18条 理事長は、 この法人を代表し、 その業務を総理する。

（常務理事の職務）

第19条 常務理事は、 理事長を助け、 理事会の定めるところにより、 この法人及び法人の

設置する各学校の教学又は管理速営に関する業務を分掌する。

（理事の代表権の制限）

第20条 理事長以外の理事は、 この法人の業務について、 この法人を代表しない。

（理事長職務の代理等）

第21条 理事長に事故あるとき、 又は理事長が欠けたときは、 あらかじめ理事会において

定めた順位に従い、 常務理事がその職務を代理し、 又はその職務を行う。

（監事の職務）

第22条 監事は、 次の各号に掲げる職務を行う。

(1) この法人の業務を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。

(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、 毎会計年
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度、 監査報告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出す

ること。

(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、 この法人の業務若しくは財産又は

理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実が

あることを発見したときは、 これを文部科学大臣に報告し、 又は理事会及び評議員会に

報告すること。

(6) 前号の報告をするために必要があるときは、 理事長に対して理事会及び評議員会の

招集を請求すること。

(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、 理事会及

び評議員会に出席して意見を述べること。

2 前項第6号の請求があったHから5 S以内に、その請求があったHから二週間以内のH

を理事会又は評議員会のHとする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合

には、 その請求をした監事は、 理事会又は評議員会を招集することができる。

3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する

行為をし、 又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法

人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを

請求することができる。

（責任の免除）

第22条の2 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償す

る責任は、 職務を行うにつき善意でかつ璽大な過失がなく、 その原因や職務執行状況など

の事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法

において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任

限度額を控除して得た額を限度として理事会の醗決によって免除することができる。

（責任限定契約）

第22条の3 理事（「理事長、 常務理事、 第11条第7号理事又はその他この法人の職員」

でないものに限る。）又は監事（以下この条において「非業務執行理事等」という。）が

任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業

務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、 金36万円以上で

あらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非

業務執行理事等と締結することができる。
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（理事会）

第23条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。

2 理事会は、 学校法人の業務を決し、 理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。 ただし、理事総数の3分の2以上から会議に付議すべき

事項を示して招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招

集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、各理事に対して、開催日の7日前までに会議開催の場所及び

日時、並びに会議に付議すべき事項を明記した通知状を発送しなければならない。ただし、

緊急の場合はこの規定にかかわらず、 相当と認める方法によって招集することができる。

5 理事会に議長を置き、 理事長をもって充てる。

6 理事長が第3項ただし書の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員

が連名で理事会を招集することができる。

7 第22条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、

出席理事の互選によって定める。

8 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の出席

がなければ、 会議を開き、 議決をすることができない。 ただし、 第10項の規定による除

斥のため過半数に達しないときは、 この限りではない。

9 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある事項を除き、出席した理事

の過半数で決し、 可否同数のときは議長の決するところによる。

10 理事会の議事について、 特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができな

し‘。

（決議録）

第24条 理事会の議長は、 理事会の開催場所及び日時 並びに厳決事項及びその他の事項に

ついて、 決議録を作成しなければならない。

2 決議録には、議長及び出席理事のうち3名の理事が署名押印し、常にこれを法人事務室

に保管しなければならない。

3 決議録署名理事については、 理事会開催のつど、 当該理事会においてこれを定める。

4 決議録署名理事は議決した事項に反対であることを理由に、決議録への署名押印を拒む

ことはできない。

5 決議録の記載について役員から異議のあった場合は、その申し出にもとづき、次の理事

会において議長がこれを確認しなければならない。
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6 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を決議録に記載しな

ければならない。

（業務の決定の委任）

第25条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その

他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定め

たものについては、 理事長又は理事会において指名した理事に委任することができる。

（常任理事会）

第26条 理事長、 常務理事及び第11条第 7 号の理事をもって、 常任理事会を構成する。

2 常任理事会は、理事会の包括的授権に基づき、理事長のもとでこの法人の日常の業務を

決定する。

3 常任理事会については、 別に定める。

第5章 評議員会及び評議員

（評議員の選任）

第27条 この法人に評議員会を置き、 36人の評議員をもって組織する。

2 評議員は、 次の各号に掲げる者とする。

(1) この法人の専任職員（理事及び期間に定めのある雇用契約を締結する職員を除く。）

のうちから別に定めるところにより選出された者 12人

(2) この法人の設僅する学校を卒業した年齢25年以上の者で、 京都女子学園同窓会の役

員会において推薦された者 4人

(3) この法人の専任職員（理事を除く。）のうちから、 第11条第 1 号から第 7 号までの

理事の過半数をもって選任された者 5人

(4) 浄上真宗本願寺派の行う得度式を受けた者（この法人の役員及び専任職員を除く。）

のうちから、 第11条第 1 号から第 7 号までの理事の過半数をもって選任された者 2 

人

(5) 学識経験者のうちから、 第11条第 1 号から第 7 号までの理事の過半数をもって選任

された者 3人

(6) 第11条第 6 号及び第 7 号の理事

(7) 京都女子学園長

(8) 京都女子大学長

(9) 京都女子高等学校長

(10) 京都女子学園事務局長
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（評議員の地位）

第28条 前条第2項第1号、 第3号及び第6号から第10号までの評議員は、 その選任根拠

となった当該各号の職にある間評議員の職にあるものとし、その職を退いたときは、 評議

員の職を失うものとする。

（評議員の任期及び欠員の補充）

第29条 評議員（第27条第2項第6号から第10号までの評議員を除く。第3項及び第5項

において同じ。）の任期は、 3年とする。

2 評議員は、 再任されることができる。

3 評議員は、その任期満了の場合においても、 後任者が選任されるまでは、 なお、 その職

務を行うものとする。

4 評議員が欠けたときは、 1月以内に補充しなければならない。

5 補欠の評議員の任期は、 前任者の残任期間とする。

（評議員の解任及び退任）

第30条 第27条第2項第1号及び第2号の評議員が次の各号の一に該当するに至ったとき

は、 理事会において理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、 これを解

任することができる。

(1) 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき

(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき

(3) その他この法人の評議員としてふさわしくない非行のあったとき

2 第27条第2項第3号から第5号までの評議員が前項各号の一に該当するに至ったとき

は、理事会において理事総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。

3 評議員は、 次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了

(2) 第28条により評議員の職を失ったとき

(3) 辞任

(4) 死亡

（評議員会の招集）

第31条 評議員会は、 理事長が招集する。

（評議員会の議長及び副議長）

第32条 評議員会に議長及び副議長各1名をおき、 評議員の互選により選出するものとす

る。
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2 議長及び副議長の任期は、 1年とする。

3 議長は、 評議員会の議事を整理し、 その運営にあたる。議長に事故あるとき、 又は議長

が欠けたときは、 副議長がこれにあたる。

（評議員会の開催請求）

第33条 理事長は、 評議員総数 （現に在任する評議員及び第29条第3項により任期満了後

なお その職務を行う評議員の総数をいう。以下同じ。）の3分の1以上の評議員から会議

に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日か

ら20日以内に、 これを招集しなければならない。

（評議員会）

第34条 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

ただし、 第4項の規定による除斥のため過半数に逹しないときは、 この限りではない。

2 評議員会の議決を要するときは、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除く

ほか、 出席評議員の過半数で決し、 可否同数のときは議長の決するところによる。

3 前項の場合には、 議長は評議員として議決に加わることができない。

4 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができな

し‘。

（理事の出席）

第35条 理事（評議員である者を除く。）は、必要に応じ評議員会に出席することができ、

理事長より出席を求められたときは、 これに応じなければならない。

（評議員会の議決事項）

第36条 評議員会において議決する事項は、 次の通りである。

(1) 合併

(2) 解散

(3) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定

(4) その他、 理事長が提案する重要な事項

（諮問事項）

第37条 次に掲げる事項については、 理事長において、 あらかじめ評議員会の意見を聴か

なければならない。

(1) 予算及び事業計画

(2) 事業に関する中期的な計画

(3) 借人金 （当該会計年度内の収入をもって償還する一 時の借入金を除く。 ） 及び重要

10 

10



な資産の処分に関する事項

(4) 役員に対する報酬等（報酬、 その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益を

いう。以下同じ。）の支給の基準

(5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄に関する事項

(6) 寄附行為の変更

(7) 寄附金品の募集に関する事項

(8) その他、 この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項

（評議員会の意見具申等）

第38条 評議員会は、 前二条に規定する事項のほか、 この法人の業務もしくは財産の状況

又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮間に答え、

又は役員から報告を徴することができる。

第6章 資産及び会計

（法人の資産）

第39条 この法人の資産は、 次の通りとする。

(1) 別紙財産目録記載の財産

(2) 浄土真宗本願寺派支出金

(3) 資産から生ずる果実

(4) 学費及び諸手数料その他の納付金

(5) 国及び地方公共団体からの交附金

(6) 寄附金品

(7) その他の収入

（資産の区分）

第40条 この法人の資産は、 これを分けて某本財産及び運用財産の2種とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金と

し、 財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。

3 運用財産は、 この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、 財産目録中運用財産の

部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、 その指定に従って基本財産又は運

用財産に編入する。

（資産の処分制限）

第41条 基本財産及び運用財産のうち不動産及び積立金はこれを処分し、 又は担保に供し
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てはならない。ただし、この法人の業務遂行上やむをえない事由があるときは、理事会に

おいて理事総数の3分の2以上の議決を得て担保に供し、又は一部に限り処分することが

できる。

（財産の保管）

第42条 基本財産及び運用財産中の積立金は、 確実な有価証券を購入し、 又は確実な信託

銀行に信託し、 又は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として理事長が保

管する。

2 運用財産は、 評議員会の意見を聞いて、 基本財産に編入することができる。

（予算、 事業計画及び事業に関する中期的な計画）

第43条 この法人の予算及び事業計画は、 毎会計年度開始前に京都女子学園長において編

成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに

重要な変更を加えようとするときも、 同様とする。

2 この法人の事業に関する中期的な計画は、 5年以上10年以内において理事会で定める

期間ごとに、京都女子学園長において編成し、理事会において出席した理事の3分の2以

上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

（予算外の新たな義務の負担 又は権利の放棄）

第44条 予算をもって定めるものを除くほか、 新たに義務の負担をし、 又は権利の放棄を

しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければなら

ない。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一 時の借入金を除く。）について

も、 同様とする。

（決算及び実績の報告）

第45条 この法人の決算は、 毎会計年度終了後2か月以内に作成し、 監事の意見を求める

ものとする。

2 理事長は、 毎会計年度終了後2か月以内に、 決算及び事業の実績を評識員会に報告し、

その意見を求めなければならない。

（財産目録等の備付け及び閲覧）

第46条 この法人は、毎会計年度終了後2か月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、

事業報告書及び役員等名簿（理事、 監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をい

う。） を作成しなければならない。

2 この法人は、前項の害類、監査報告書、 役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為

を法人事務室に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、 こ
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れを閲覧に供しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について 同項の請求があった場合に

は、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、 同項の閲

覧をさせることができる。

（書類及び帳簿の備付け）

第46条の2 この法人は、 前条第2項の害類のほか、 次の各号に掲げる害類及び帳簿を、

常に備えて置かなければならない。

(1) 役員及び評議員の履歴書

(2) 収人及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類

(3) その他必要な書類及び帳簿

（情報の公表）

第46条の3 この法人は、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 遅滞なく、 インタ ーネッ

トの利用により、 当該各号に定める事項を公表しなければならない。

(1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、 又は寄附行為変更の届出をし

たとき 寄附行為の内容

(2) 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容

(3) 財産目録、 貸借対照表、 収支計算書、 事業報告書及び役員等名簿（個人の住所に係

る記載の部分を除く。）を作成したとき これらの書類の内容

(4) 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

（会計年度）

第47条 この法人の会計年度は4月1日に始り、 翌年3月31日に終るものとする。

第7章 解散

（解散）

第48条 この法人は、 次の各号に掲げる事由によって解散する。

(1) 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決

(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、 理事会における出席した理

事の3分の2以上の議決及び評議員会の議決

(3) 合併

(4) 破産

(5) 文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲
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げる事由による解散にあっては 文部科学大臣の認定を受けなければならない。

（残余財産の帰属者）

第49条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、 浄士真

宗本願寺派関係の学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人の

うちから、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決、及び評議員会の議決によ

って選定されたものに帰属する。

（合併）

第50条 合併しようとするときは、 理事会において理事総数の3分の2以上の議決、 及び

評議員会の議決がなければならない。

2 合併は、 文部科学大臣の認可を受けなければその効力を生じない。

3 合併は、第3条に規定した目的が達成されることを条件として考えられなければならな

し‘
゜

第8章 寄附行為の変更

（寄附行為の変更）

第51条 この寄附行為を変更しようとするときは、 理事会において出席した理事の3分の

2以上の議決を得て、 文部科学大臣の認可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会に

おいて出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならな

し‘。

第9章 公告の方法その他

（公告の方法）

第52条 この法人の合併、 解散、 清算人が債権者に対して行う請求申出の催告及び破産宣

告は、 京都女子学園掲示場に掲示する。

（施行規則）

第53条 この寄附行為の施行規則、 並びにこの法人及びこの法人の設置する学校の管理及

び運営に関し必要な事項は、 理事会が定める。

附 則

昭和26年2月27日文部大臣認可（昭和26年3月10日登記完了）

附 則

昭和29年2月15日文部大臣認可

附 則
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昭和30年10月27日文部大臣認可

附 則

昭和31年文部大臣認可

附 則

昭和36年1月16日文部大臣認可

附 則

昭和41年3月18日文部大臣認可

附 則

昭和45年3月5日文部大臣認可

附 則

昭和49年9月11S文部大臣認可

附 則

昭和51年7月26S文部大臣認可

附 則

昭和52年9月9日文部大臣認可

附 則

（施行期日）

第1条 平成2年10月2日文部大臣認可のこの寄附行為は、 平成3年4月1日から施行す

る。

（経過措置）

第2条 京都女子大学短期大学部の文科、初等教育科、家政科は、改正後の寄附行為第4条

第2号の規定にかかわらず平成3年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学

しなくなるまでの間、 存続するものとする。

附 則

この寄附行為は、 文部大臣の認可の日（平成3年4月23日）から施行する。

附 則

（施行期日）

第1条 平成4年12月21日文部大臣認可のこの寄附行為は、 平成5年4月1日から施行す

る。

（経過措置）

第2条 京都女子大学の家政学部食物学科は、改正後の寄附行為第4条第1号の規定にかか
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わらず平成5年3月31日 に 当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、

存続するものとする。

附 則

（施行期日）

第1条 この寄附行為は、 文部大臣の認可の日（平成6年12月2日）から施行する。

（経過措置）

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に 理事、監事及び評議員である者は、 それぞれこの

改正寄附行為による理事、監事及び評議員と見倣す。但し、 第8条第1項第7号及び同第

9号の理事、並びに監事及び評議員は、旧寄附行為に基づく任期満了の日をもってその職

を退くものとし、 第8条第1項第3号の理事は、 改正寄附行為第6条第2項により新たに

理事長が選任されたとき、 理事の職を失うものとする。

第3条 この改正寄附行為施行後における理事長選任のための最初の理事会の招集は、第7

条第2項の規定にかかわらず第8条第1項第6号の理事が行うものとする。

2 前項の理事会においては、第7条第3項の規定にかかわらず第8条第1項第6号の理事

が議長となる。

附 則

（施行期日）

第1条 この寄附行為は、 文部大臣の認可の日（平成10年4月24日）から施行する。

（経過措置）

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に 第22条第2項第4号の評議員である者は、 この

改正寄附行為による評議員と見倣す。但しその任期は、旧寄附行為に基づく任期満了の日

までとする。

附 則

この寄附行為は、 文部大臣の認可の日（平成11年12月22日）から施行する。

附 則

平成11年12月22日文部大臣認可のこの寄附行為は、 平成12年4月1日から施行する。

附 則

この寄附行為は、 文部大臣の認可の日（平成12年7月28日）から施行する。

附 則

第1条 この寄附行為は、 文部科学大臣の認可の日（平成13年9月25日）から施行する。

第2条 旧寄附行為第8条第3号の理事は、この改正寄附行為の施行によって理事の職を失
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うものとし、改正後の寄附行為第8条第6号の理事の任期は、その選任の日より起算する。

附 則

この寄附行為は、 文部科学大臣の認可の日（平成15年11月27日）から施行する。

附 則

この寄附行為は、 平成16年4月1日から施行する。

附 則

（施行期日）

第1条 この寄附行為は、 文部科学大臣の認可の日（平成16年8月17日）から施行する。

（経過措置）

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に評議員である者は、 この改正寄附行為による評議

員と見倣す。 但しその任期は、 旧寄附行為に基づく任期満了のHまでとする。

附 則

（施行期S)

第1条 平成18年3月31S文部科学大臣認可のこの寄附行為は、 平成18年4月1Sから施

行する。

（経過措僅）

第2条 この改正寄附行為施行の際、現に役員又は評議員である者は、 この改正寄附行為に

よる役員又は評議員とみなす。ただしその任期は、旧寄附行為に基づく任期満了の日まで

とする。

附 則

この寄附行為は、 平成18年4月1日から施行する。

附 則

この寄附行為は、 平成19年5月30日から施行する。

附 則

この寄附行為は、 平成20年5月29日から施行する。

附 則

平成20年12月3日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この寄附行為は、 平成21年12月21日から施行する。

附 則

平成22年10月29日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成23年4月1日から施行する。
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附 則

この寄附行為は、 平成26年4月1日から施行する。

附 則

この寄附行為は、 文部科学大臣の認可の日（平成26年10月31日）から施行する。

附 則

この寄附行為は、 文部科学大臣認可の日（平成27年5月12日）から施行する。

附 則

この寄附行為は、 文部科学大臣認可の日（平成27年8月31日）から施行する。

附 則

この寄附行為は、 平成31年4月1日から施行する。

附 則

令和2年3月16S文部科学大臣認可のこの寄附行為は、 令和2年4月1Sから施行する。
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新 旧 の 比 較 対 照 表

新 旧

（設置する学校）

第4条 この法人は、 前条の目的を達成するため、 次に掲げ

る学校を設置する。

(1) 京都女子大学

大学院 文学研究科、 発達教育学研究科、 家政学研究科、

現代社会研究科、 法学研究科

文学部 国文学科、 英文学科、 史学科

発達教育学部 教育学科、 児童学科、 心理学科

家政学部 食物栄養学科、 生活造形学科、 生活福祉学科

現代社会学部 現代社会学科

法学部 法学科

データサイエンス学部 データサイエンス学科

(2) 京都女子高等学校

全日制課程 普通科、 ウィステリア科

(3) 京都女子中学校

(4) 京都女子大学附属小学校

(5) 京都幼稚園

附 則

この寄附行為は、 文部科学大臣の認可の日（令和 年 月

日）から施行する。

（設置する学校）

第4条 この法人は、 前条の目的を達成するため、 次に掲げ

る学校を設置する。

(1) 京都女子大学

大学院 文学研究科、 発達教育学研究科、 家政学研究科、

現代社会研究科、 法学研究科

文学部 国文学科、 英文学科、 史学科

発達教育学部 教育学科、 児童学科、 心理学科

家政学部 食物栄養学科、 生活造形学科、 生活福祉学科

現代社会学部 現代社会学科

法学部 法学科

（新 設）

(2) 京都女子高等学校

全日制課程 普通科、 ウィステリア科

(3) 京都女子中学校

(4) 京都女子大学附属小学校

(5) 京都幼稚園
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様式第４号その１（第１１条関係）

千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円

千円

千円

千円

千円

基　　　準　　　外

校 具

備 品

小 計

基 準 内

基 準 外

新設校の開設年度の経常経費

合 計

既
設
校
か
ら

の
転
共
用

教具・校具・備品

図 書

施
設

設
備

基　　　準　　　内

図　　 　書

設置経費及び経常経費並びにその支払い計画を記載した書類

年 度
開設年度の前年度 開設年度 合　　 　計令和８年度令和３年度 令和７年度令和６年度

教 具

千円6,385

116,247

（ う ち 造 成 費 ）
―

70,040

219,145

272,752

614,925

355,543

105,316

4,719

337,344

0

0

―

―

――

254,474

――

千円千円

―

千円

9,042

199,311 千円

千円

―

23,591

―

経費の見積り及び資金計画を記載した書類

区 分

設
置
経
費

校 地

設

備 ―

―8,164

施

設

千円

―

337,344

―

205,696

205,696

― ―

10,931―

0 817,487274,447

0 817,487274,447

0

0

― ―

―

―

4,719

― 672,930
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様式第４号その４（第１１条関係）

令和３年度までに学納金等事業活動収入から積み立てられた現金預金１１，２６７，４９2千円
から、令和４年度に４２８，３４１千円（A・Q校舎解体費２６３，５８０千円、仮設校舎整備工事費
１６４，７６１千円）を支出し、その残１０，８３９，１５１千円のうち１４，５８３千円を財源に充当

施設設備整備拡充引当資産 １１９，３２５千円

合 計

現金預金 １４，５８３千円

令和３年度までに学納金等事業活動収入から積立てられた施設設備整備拡充引当資産１
２，１７１，２３６千円のうち１１９，３２５千円を財源に充当

Ａ・Ｑ校舎解体費として２６３，５８０千円、仮設校舎整備工事費として１６４，７６１千円を現金
預金で別途保有

８１７，４８７千円

第２号基本金引当特定資産 ６８３，５７９千円

学納金等事業活動収入から第2号基本金引当特定資産に、
平成29年度から平成31年度に組入れられた大学新校舎建築準備金１，５００，０００千円、平
成31年度から令和3年度に組入れられたA・Ｑ校舎再整備事業準備１，５００，０００千円及び
平成27年度から平成31年度に組入れられた大学情報設備整備更新準備金（第二期）１００，
０００千円のうち６８３，５７９千円を財源に充当

設置経費及び経常経費の財源の調達方法を記載した書類

区 分 財　源　充　当　額 財　源　の　調　達　方　法
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財 産 目 録 総 括 表 
年度 令和2年度末 

（ 開設年度から 3年前の年度） 
令和3年度末 

（ 開設年度の前々年度） 
申請時 

（ 令和4年3月31日） 科目 

一 基本財産 43, 065, 192 千円 41, 773, 859 千円 41, 773, 859 千円 

二 運用財産 36, 970, 779 千円 38, 893, 942 千円 38, 893, 942 千円 

三 負 債 額 4, 796, 272 千円 4, 979, 373 千円 4, 979, 373 千円 

1 固 定 負 債 2, 410, 588 千円 2, 385, 945 千円 2, 385, 945 千円 

2 流 動 負 債 2, 385, 684 千円 2, 593, 428 千円 2, 593, 428 千円 

四 基本財産＋運用財産 80, 035, 971 千円 80, 667, 801 千円 80, 667, 801 千円 

五 純資産（ 四－三） 75, 239, 699 千円 75, 688, 428 千円 75, 688, 428 千円 
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貸  借  対  照  表 

令和 ４ 年 ３ 月３１日 

(単位：円） 

資 産 の 部 

科目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減 

固定資産 69,109,679,997 69,247,788,818 △ 138,108,821

有形固定資産 41,773,858,640 43,065,192,248 △ 1,291,333,608

特定資産 27,277,731,075 26,111,304,792 1,166,426,283 

その他の固定資産 58,090,282 71,291,778 △ 13,201,496

流動資産 11,558,120,892 10,788,182,702 769,938,190 

資産の部合計 80,667,800,889 80,035,971,520 631,829,369 

負 債 の 部 

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増   減 

固定負債 2,385,945,074 2,410,588,405 △ 24,643,331

流動負債 2,593,427,456 2,385,683,717 207,743,739 

負債の部合計 4,979,372,530 4,796,272,122 183,100,408 

純 資 産 の 部 

科 目 本 年 度 末 前 年 度 末 増 減 

基本金 78,253,838,200 77,209,683,336 1,044,154,864 

第１号基本金 65,417,443,975 65,286,515,394 130,928,581 

第２号基本金 9,340,000,000 8,433,000,000 907,000,000 

第３号基本金 2,813,394,225 2,807,167,942 6,226,283 

第４号基本金 683,000,000 683,000,000 0 

繰越収支差額 △ 2,565,409,841 △ 1,969,983,938 △ 595,425,903

純資産の部合計 75,688,428,359 75,239,699,398 448,728,961 

負債及び純資産の部合計 80,667,800,889 80,035,971,520 631,829,369 
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様式第７号その１（第１１条関係）

１　施設又は設備の整備計画

年　度 備　　　考

新校舎の建設
京都女子大学共用
一部京都女子大学データサイエンス学部専用
一部その他専用

旧校舎解体撤去工事
京都女子大学共用
一部その他専用

仮設校舎整備工事
京都女子大学共用
一部その他専用

情報電話設備等移設工事 京都女子大学共用

京都女子大学共用

京都女子大学データサイエンス学部専用

京都女子大学データサイエンス学部専用

京都女子大学データサイエンス学部専用

京都女子大学データサイエンス学部専用

京都女子大学データサイエンス学部専用新学部教員研究室用什器の調達（13式） 令和5年3月購入予定

新学部事務室用什器の調達（1式） 令和5年3月購入予定

データサイエンス学部
教員研究室・研究室等什器整備

新学部教員研究室用什器の調達（3式） 令和4年5月購入

データサイエンス学部
学生用ノートPC調達

データサイエンス学部新入生用ノートパソコンの購入（95台） 令和5年3月購入予定

データサイエンス学部設置に係る
図書の購入

データサイエンス学部図書資料の調達
（内訳）
図書（洋書）　123冊

令和5年3月購入予定

京都女子大学データサイエンス学部専用
令和5年3月購入予定

データサイエンス学部専用
パソコン教室整備

新学部専用のパソコン教室の整備
（2室）

令和4年8月着工予定
令和5年3月竣工予定

データサイエンス学部
教員用ノートPC調達

新学部教員用ノートPCの調達（16台）
令和4年5月購入

事　　　項 事　業　規　模　等 実　施　時　期

事　業　計　画　及　び　こ　れ　に　伴　う　予　算　書

事　　　業　　　計　　　画

令和4年1月着工
令和4年6月竣工予定

A・Q校舎解体撤去に伴うインフラ・情報機器・電話交換機移設整備
令和4年4月着工
令和4年9月竣工予定

4年度

京都女子大学L校舎改修工事 A・Q校舎解体撤去に伴う事務室整備
令和4年4月着工
令和4年7月竣工予定

京都女子大学「A・Q校舎整備計画」

鉄筋コンクリート造地下2階付3階建　5,413.54㎡
（建設予定地）
京都市東山区今熊野北日吉町35　他

令和4年8月着工予定
令和6年8月竣工予定

大学Ａ校舎
鉄筋コンクリート造地下1階付6階建　5,373.65㎡
大学Ｑ校舎
鉄筋コンクリート造5階建及地階　　　2,203.86㎡
（位置）
京都市東山区今熊野北日吉町35　他

令和4年8月着工予定
令和5年3月竣工予定

軽量鉄骨造地上2階建　1,003.68㎡
（建設地）
京都市東山区今熊野北日吉町52-21　　　他

データサイエンス学部設置に係る
図書の購入

データサイエンス学部図書資料の調達
（内訳）
図書（和書）　1,005冊

令和5年3月購入予定
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年　度 備　　　考事　　　項 事　業　規　模　等 実　施　時　期

京都女子大学共用
一部その他専用

京都女子大学共用

京都女子大学その他専用

京都女子大学その他専用

京都女子大学共用

京都女子中学校・高等学校専用

京都女子中学校・高等学校専用

京都女子大学附属小学校専用

京都女子大学共用

京都女子大学共用

京都女子大学附属小学校専用

京都女子大学その他専用

京都女子大学データサイエンス学部専用

5年度

京都女子大学
S校舎冷暖房設備改修工事

大学Ｓ校舎の冷暖房設備の更新
鉄筋コンクリート造地下2階付4階建　5,989.43㎡
（所在地）
京都市東山区今熊野北日吉町52番地5

令和5年4月着工予定
令和6年3月竣工予定

京都女子大学J校舎
外壁改修工事

大学Ｊ校舎の外壁の全面補修
鉄筋コンクリート造地下1階付5階建　9,449.63㎡
（所在地）
京都市東山区今渋谷通東大路東入三丁目上馬町544番地

令和5年4月着工予定
令和6年3月竣工予定

京都女子大学附属小学校
冷暖房設備工事

小学校の冷暖房設備の更新
鉄筋コンクリート造3階建　他　4,269.15㎡
（建設予定地）
京都市東山区今熊野日吉町6番3　他

令和5年4月着工予定
令和5年8月竣工予定

京都女子大学学生用（他学部）ノートPC
調達

新学部専用のパソコン教室の整備
（1,345台）

令和6年3月購入予定

データサイエンス学部
学生用ノートPC調達

データサイエンス学部新入生用ノートパソコンの購入（95台）
令和6年3月購入予定

京都女子高等学校・中学校
高中教員用ノートPC調達計画

中学校・高等学校の教員用ノートPCの調達
（93台）

令和5年3月購入予定

京都女子大学附属小学校
教職員用PC調達計画

小学校の教職員用ノートPCの調達
（32台）

令和5年3月購入予定

京都女子大学図書館システム更新 大学図書館の図書館運用システムの更新
令和4年8月着工予定
令和5年3月竣工予定

京都女子高等学校・中学校
ネットワーク・ファイルサーバ更新計画

中学校・高等学校のネットワーク・ファイルサーバの更新
令和4年8月着工予定
令和5年3月竣工予定

京都女子大学法学部用校舎
AV機器更新

大学F校舎201模擬法廷のAV機器更新
令和4年8月着工予定
令和4年9月竣工予定

京都女子大学大原野グラウンド
給水管等補修工事

グラウンドの給水管の敷設替え
令和4年8月着工予定
令和4年9月竣工予定

京都女子大学学生用（他学部）ノートPC
調達

大学他学部新入生用ノートパソコンの購入
（1,345台）

令和5年3月購入予定

大学B校舎の廊下等の整備・修繕
鉄筋コンクリート造地上地下1階付5階建　11,057.76㎡
（所在地）
京都市東山区今熊野北日吉町６１番地4

令和5年2月着工予定
令和6年3月竣工予定

4年度

京都女子大学B校舎改修工事
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年　度 備　　　考事　　　項 事　業　規　模　等 実　施　時　期

中学校・高等学校専用

京都女子大学共用

京都女子大学共用
京都女子大学その他専用
京都女子大学データサイエンス学部専用

京都女子大学共用
一部京都女子大学データサイエンス学部専用
一部その他専用

附属小学校専用

京都女子大学その他専用

京都女子大学データサイエンス学部専用

京都女子大学共用

京都女子大学その他専用

京都女子大学データサイエンス学部専用

中学校・高等学校専用

大学の校舎・設備等の老朽化修繕工事、室内改修工事、ICT環境の更新・
整備工事を予算総額3億円を確保して実施

主として夏期休暇及び春期休暇
中に実施

附属小学校の校舎増築及び改修
鉄筋コンクリート造3階建　他　4,269.15㎡
（建設予定地）
京都市東山区今熊野日吉町6番3　他

令和6年7月着工予定
令和8年3月竣工予定

京都女子大学学生用（他学部）ノートPC
調達計画

新学部専用のパソコン教室の整備
（1,345台）

中学校・高等学校の校舎全面建替
鉄筋コンクリート造地下1階付5階建　17,162㎡
（建設予定地）
京都市東山区今熊野北日吉町17番1　他

令和5年4月着工予定
令和7年3月竣工予定

中学校・高等学校の校舎全面建替
鉄筋コンクリート造地下1階付5階建　17,162㎡
（建設予定地）
京都市東山区今熊野北日吉町17番1　他

令和7年4月着工予定
令和9年4月竣工予定

7年度

京都女子大学学生用（他学部）ノートPC
調達計画

新学部専用のパソコン教室の整備
（1,345台）

令和8年3月購入予定

データサイエンス学部
学生用ノートPC調達

データサイエンス学部新入生用ノートパソコンの購入（95台）
令和8年3月購入予定

京都女子高等学校・中学校
「キャンパス整備計画」2期工事

6年度

京都女子大学
新校舎用什器等調達

大学新校舎の什器等の調達（建築工事外）
（10点）

令和6年8月購入予定

京都女子大学
新校舎移転工事

大学新校舎への仮設校舎等からの移転業務
令和6年8月着工予定
令和6年9月竣工予定

京都女子大学附属小学校
「校舎増築計画」

京都女子大学
令和6年度工事計画

京都女子大学
令和5年度工事計画

大学の校舎・設備等の老朽化修繕工事、室内改修工事、ICT環境の更新・
整備工事を予算総額3億円を確保して実施

主として夏期休暇及び春期休暇
中に実施

データサイエンス学部
学生用ノートPC調達

データサイエンス学部新入生用ノートパソコンの購入（95台）
令和7年3月購入予定

令和7年3月購入予定

5年度

京都女子高等学校・中学校
「キャンパス整備計画」1期工事
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年　度 備　　　考事　　　項 事　業　規　模　等 実　施　時　期

京都女子大学共用

京都女子大学その他専用

京都女子大学データサイエンス学部専用

京都女子大学共用
大学の校舎・設備等の老朽化修繕工事、室内改修工事、ICT環境の更新・
整備工事を予算総額3億円を確保して実施

主として夏期休暇及び春期休暇
中に実施

8年度

京都女子大学学生用（他学部）ノートPC
調達計画

新学部専用のパソコン教室の整備
（1,345台）

令和9年3月購入予定

データサイエンス学部
学生用ノートPC調達

データサイエンス学部新入生用ノートパソコンの購入（95台）
令和9年3月購入予定

京都女子大学
令和8年度工事計画

京都女子大学
令和7年度工事計画

大学の校舎・設備等の老朽化修繕工事、室内改修工事、ICT環境の更新・
整備工事を予算総額3億円を確保して実施

主として夏期休暇及び春期休暇
中に実施

7年度
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様式第１０号その１（第１２条関係）　

（収入の部） 　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 令和6年度 令和7年度 完　成　年　度

科　　目 データサイエンス学部 データサイエンス学部 データサイエンス学部 データサイエンス学部

学生生徒納付金収入 133,000 254,240 375,280 496,320

手数料収入 13,387 13,474 13,559 13,644

寄付金収入 0 0 0 0

補助金収入 5,022 9,911 14,723 19,444

資産売却収入 0 0 0 0

付随事業・収益事業収入 361 1,692 2,043 2,394

受取利息・配当金収入 172 341 506 668

雑収入 649 1,282 1,905 2,516

借入金等収入 0 0 0 0

前受金収入 91,041 91,041 91,041 91,041

その他の収入 208,467 274,613 4,995 13,194

資金収入調整勘定 △ 133,000 △ 91,041 △ 91,041 △ 91,041

前年度繰越支払資金 0 △ 171,122 △ 250,573 △ 303,918

319,099 384,431 162,438 244,262

　（単位　千円）
年　　度 開　設　年　度 令和6年度 令和7年度 完　成　年　度

科　　目 データサイエンス学部 データサイエンス学部 データサイエンス学部 データサイエンス学部

184,200 220,100 255,600 279,600

43,796 66,796 92,849 123,338

9,354 18,463 27,431 36,229

0 0 0 0

0 0 0 0

208,423 266,291 2,611 2,639

19,648 34,580 23,647 23,647

25,040 29,076 64,551 82,469

0 240 473 703

0 0 0 0

△ 240 △ 542 △ 806 △ 1,066

△ 171,122 △ 250,573 △ 303,918 △ 303,297

319,099 384,431 162,438 244,262支出の部合計

資　金　収　支　予　算　決　算　総　括　表

設備関係支出

資産運用支出

その他の支出

〔　予備費　〕

資金支出調整勘定

翌年度繰越支払資金

人件費支出

教育研究経費支出

管理経費支出

借入金等利息支出

借入金等返済支出

施設関係支出

収入の部合計

(支出の部）
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様式第１０号その２（第１２条関係）

（単位　千円）

開　設　年　度 令和6年度 令和7年度 完　成　年　度

データサイエンス学部 データサイエンス学部 データサイエンス学部 データサイエンス学部

学生生徒等納付金 133,000 254,240 375,280 496,320

手数料 13,387 13,474 13,559 13,644

寄付金 0 0 0 0

経常費等補助金 5,022 9,911 14,723 19,444

付随事業収入 361 1,692 2,043 2,394

雑収入 649 1,282 1,905 2,516

教育活動収入　計 152,419 280,599 407,510 534,318

人件費 192,200 229,000 265,200 289,500

教育研究経費 57,846 99,047 145,173 193,374

管理経費 14,488 27,250 38,508 50,914

徴収不能額等 0 0 0 0

教育活動支出　計 264,534 355,297 448,881 533,788

△ 112,115 △ 74,698 △ 41,371 530

受取利息・配当金 172 341 506 668

その他の教育活動外収入 0 0 0 0

教育活動外収入　計 172 341 506 668

借入金等利息 0 0 0 0

その他の教育活動外支出 0 0 0 0

教育活動外支出　計 0 0 0 0

172 341 506 668

△ 111,943 △ 74,357 △ 40,865 1,198

資産売却差額 0 0 0 0

その他の特別収入 0 0 0 0

特別収入　計 0 0 0 0

資産処分差額 17 33 49 65

その他の特別支出 0 0 0 0

特別支出　計 17 33 49 65

△ 17 △ 33 △ 49 △ 65

0 0 0 0

△ 111,960 △ 74,390 △ 40,914 1,133

△ 211,479 △ 271,999 △ 84,018 △ 84,018

△ 323,439 △ 346,389 △ 124,932 △ 82,885

0 △ 323,439 △ 669,828 △ 794,760

0 0 0 0

△ 323,439 △ 669,828 △ 794,760 △ 877,645

（参考）

事業活動収入　計 152,591 280,940 408,016 534,986

事業活動支出　計 264,551 355,330 448,930 533,853

事　業　活　動　収　支　予　算　決　算　総　括　表

教
育
活
動
外
収
支

収
入

支
出

教育活動外収支差額

年　　度　

　科　　目

教
育
活
動
収
支

収

入

支

出

教育活動収支差額

翌年度繰越収支差額

経常収支差額

特
別
収
支

収
入

支
出

特別収支差額

〔　予備費　〕

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

基本金取崩額
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